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概要

近年、生成 AI や自動化技術の進展により、ソフトウェアや業務プロセスの「作成コスト」は
劇的に低下した。一方で、事業運営の現場では、品質事故、ガバナンス不全、説明責任の欠如と
いった問題が顕在化しており、「何を作れるか」よりも「何を作ってよいか」「なぜそれが許され
るのか」が強く問われるようになっている。本ホワイトペーパーでは、この状況を背景として、
従来の仕様駆動・実装中心の開発観を相対化し、事業上の必然性を「制約」として一次表現に置
く開発様式──制約駆動開発（Constraint-Driven Development, CDD）──を提示する。CDD
は特定の技術手法ではなく、IT/SaaSを基盤としつつ、製造業的な品質・責任・統制の思想を内
包した事業設計の枠組みである。本稿では、まず事業における CDD の位置づけを整理し、次に
その長所を明らかにする。最後に、CDD が内包する本質的な課題を整理し、安易な解決策を提
示することなく、経営判断として残される論点を明確化する。

1 事業における制約駆動開発（CDD）とは何か

制約駆動開発（Constraint-Driven Development, CDD）とは、事業・業務・法規・品質・責任と
いった「守るべき必然性」を、実装や仕様に先立って「制約」として定義し、その制約のもとで生
成・実装・運用を行う開発思想である。ここでいう制約とは、単なる技術的制限ではなく、事業と
して許容される行為の境界を定める規範的条件を指す。
従来の事業開発では、要求仕様や業務フローが中心に据えられ、それをいかに効率的に実装する
かが主眼であった。しかし、生成 AIや自動化が一般化した現在、この前提は大きく揺らいでいる。
実装は容易に生成できる一方で、その結果が事業的・社会的に許容されるかどうかは別問題として
残る。

CDD は、この乖離に対する一つの回答である。すなわち、「何を作るか」ではなく、「何を作っ
てはならないか」「どの条件下でのみ作ってよいか」を先に定義し、その内側で生成や開発を行う
という発想である。この点において、CDD は IT/SaaS 的な俊敏性と、製造業における品質保証・
工程管理・責任分界の思想を接合する枠組みと位置づけられる。
重要なのは、CDD が特定のツールやアルゴリズムを指す言葉ではないという点である。それは
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むしろ、事業設計・ガバナンス・開発プロセスを貫く上位概念であり、技術はその下位に位置づけ
られる。

2 長所：なぜ事業に向いているのか

CDD が事業に適している理由は、開発効率の向上といった短期的効果ではなく、事業運営その
ものの安定性と説明可能性にある。
第一に、CDDは事業上の判断根拠を明示的に残す。制約として定義された内容は、「なぜこの振
る舞いが許されるのか」「なぜこの選択肢が排除されたのか」という問いに対する一次情報となる。
これは、属人的な暗黙知に依存しがちな事業運営からの脱却を可能にする。
第二に、CDD は生成的な開発との役割分担が明確である。生成技術は選択肢を広げるが、その
自由度は同時にリスクを拡大する。CDD では、この自由度を制約によって囲い込み、生成はあく
まで制約内で行われる活動として位置づけられる。その結果、スピードと統制の両立が構造的に実
現される。
第三に、CDD はガバナンスや品質保証と自然に接続できる。特に IT/SaaS が製造業的な責任を
負う局面──安全性、安定稼働、社会的影響──において、制約という形式は監査・説明・再現性
と親和性が高い。後付けのチェックではなく、設計段階で統制を組み込める点は、事業リスク管理
の観点から大きな利点である。

3 課題：制約駆動開発が内包する論点

一方で、CDDは万能ではなく、事業として慎重に向き合うべき課題を内包している。
第一の課題は、制約を定義するコストである。適切な制約を定義するには、業務理解、法的理
解、失敗事例の蓄積が不可欠であり、これは実装以上に高度な判断を要する。制約が不十分であれ
ば統制は形骸化し、過剰であれば事業の柔軟性を損なう。
第二に、制約は事業環境の変化に対して保守的に働く。市場や法制度、社会的要請が変化した
際、制約がその変化に追随できなければ、CDD はかえって足かせとなる。この問題は技術的に解
決できるものではなく、制約の更新を誰がどの責任で行うのかという経営判断の問題として残る。
第三に、制約は「正しさ」を保証しない。制約が存在することと、その制約が妥当であることは
別である。誤った前提に基づく制約は、誤りを体系的に再生産する可能性を持つ。この点におい
て、CDDは判断を代替するものではなく、判断を可視化し固定化する装置であるに過ぎない。
これらの課題は、安易な技術的解決策によって解消されるものではない。むしろ、CDD を採用
するという意思決定そのものが、事業としてどこまでを明示的に背負うのかという問いを突きつ
ける。
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4 おわりに

制約駆動開発（CDD）は、生成技術の時代において、事業が自らの責任範囲を再定義するための
枠組みである。それは効率化のための手法ではなく、判断と責任を構造化するための思想である。
本稿が提示したのは結論ではなく、事業開発の前提を問い直すための視座である。CDD を採用す
るか否かは、技術選択ではなく、経営としての態度表明に近い判断となるだろう。
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